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令和２年第１回常滑市議会臨時会

提出議案について

今回の市議会臨時会に提出する議案は

報 告 １件

承 認 案 ５件

補 正 予 算 案 １件

条例の一部改正案 １件

の計８件です。各議案について、その概要を説明いたします。

報告第２号 専決処分の報告について

公用車による自動車破損事故の損害賠償の額及びそれに伴う和解につい

て、専決処分をしたので報告するものであります。

承認案第１号 令和２年度常滑市国民健康保険事業特別会計補正予算の専決

処分の承認について

常滑市国民健康保険条例の一部改正を地方自治法第179条第１項の規定

により専決処分することに合わせて、関係予算を計上する必要が生じ、同

項の規定により専決処分したので、これを議会に報告し、承認を求めるも

のであり、補正額は次のとおりであります。

（単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

国民健康保険事業特別会計 4,724,238 2,035 4,726,273
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承認案第２号 令和２年度常滑市病院事業会計補正予算の専決処分の承認に

ついて

新型コロナウイルス感染症対策に係る予算を計上する必要が生じ、地方

自治法第179条第１項の規定により専決処分したので、これを議会に報告し、

承認を求めるものであり、補正額は次のとおりであります。

（単位：千円）

承認案第３号 常滑市税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認につ

いて

地方税法等の一部改正に伴い、緊急を要した常滑市税条例等の一部改正

を地方自治法第179条第１項の規定により専決処分したので、これを議会に

報告し、承認を求めるものであります。

承認案第４号 常滑市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の

専決処分の承認について

新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支

給に関する愛知県後期高齢者医療広域連合の条例の一部改正に伴い、緊急

を要した常滑市後期高齢者医療に関する条例の一部改正を地方自治法第

179条第１項の規定により専決処分したので、これを議会に報告し、承認を

求めるものであります。

承認案第５号 常滑市国民健康保険条例の一部を改正する条例の専決処分の

承認について

新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支

給に伴い、緊急を要した常滑市国民健康保険条例の一部改正を地方自治法

第179条第１項の規定により専決処分したので、これを議会に報告し、承認

を求めるものであります。

補正前の額 補正額 補正後の額

病院事業会計

収益的収入 6,631,303 5,124 6,636,427

収益的支出 8,094,107 5,124 8,099,231

資本的収入 273,616 21,245 294,861

資本的支出 467,774 21,246 489,020
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議案第32号 令和２年度常滑市一般会計補正予算（第１号）について

令和２年度における常滑市の一般会計の補正予算で、補正額は次のとお

りであります。

（単位：千円）

議案第33号 常滑市国民健康保険税条例の一部改正について

地方税法施行令の一部改正に伴い、所要の改正をするものであります。

補正前の額 補正額 補正後の額

一 般 会 計 26,090,000 6,551,183 32,641,183


